
       山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨）                             
第１ 山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金は、高齢者福祉の増進を図るため、高齢

者の生きがい対策事業等に要する経費に対して、予算の範囲内において交付するもの
とし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５
号）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助対象） 
第２ 補助の対象となる事業は、「山梨県老人クラブ等社会活動推進事業運営要綱」に基

づき、市町村が行う事業とする。 
（交付基準） 
第３ この補助金は、別表の第Ⅲ欄に定める基準額と第Ⅳ欄に定める対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを
比較して少ない方の額に３分の２を乗じて得た額を交付額とする。 
 ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 
第４ この補助金の交付申請は、別紙様式１による申請書を知事が定める日までに知事に

提出して行うものとする。 
（交付条件） 
第５ この補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業の内容の変更をしようとするときは、変更承認申請書（別紙様式２）を提
出し、知事の承認を受けること。ただし、補助対象経費の各費目（別表のⅡ欄補
助区分）相互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる場合、又は、
補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付
決定を受けた補助金の額の増減を伴わない場合はこの限りでない。 

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙様式３による事業中止（廃止）承
認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（３） 予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速や
かに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（４） 事業により取得し、又は効用が増加した価格５０万円以上の機械及び器具につ
いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項
第２号の規定に準じ、知事が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に



関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して別に定める期間を経過す
るまでは、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、
譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。 

（５） 前号の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（別紙様式４）を知
事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（６） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収
入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

（７） 事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後において
も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ
ればならない。 

（８） 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式５による調
書を作成し、これを事業完了後５年間保存しておかなければならない。 

（変更交付申請） 
第６ この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、変更交付申請書（別紙様式６）を別に定める日までに知事に提出
しなければならない。 

（補助金の交付） 
第７ この補助金の交付は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めたときは、概算

払いをすることができる。 
２ 補助金の概算払いを受けようとする市町村⻑は、別紙様式７による概算払請求書を

知事に提出するものとする。 
（実績報告） 
第８ この補助金の実績報告は、別紙様式８による事業実績報告書を、事業が完了した日

若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１か月を経過した日又は補助金等の交付
を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提出するもの
とする。 

（その他） 
第９ 特別の事情により第３、第４及び第５並びに第８に定める算定方法、手続きによる

ことができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けて、その定めるところによる
ものとする。 

附則 この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 



平成４年３⽉９⽇付け⻑第３−３４号⼭梨県厚⽣部⻑通知「⼭梨県⽼⼈福祉費
（在宅）補助金交付要綱」は廃止する。 

附則 この要綱は、平成５年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成６年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成７年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成８年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成９年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成１０年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成１１年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成１２年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成１５年４⽉１⽇から適用する。 
附則 この要綱は、平成１９年３⽉２９⽇から施行し、平成１８年４⽉１⽇から適用す

る。 
附則 この要綱は、平成２１年７⽉２７⽇から施行し、平成２１年４⽉１⽇から適用す

る。ただし、別表のⅢ健康づくり・介護予防事業の基準額「300,000 円以内で」につ
いては平成２２年４⽉１⽇から適用する。 

附則 この要綱は、令和３年９⽉１⽇から施行し、令和 3 年４⽉１⽇から適用する。 
 

  



別表 
Ⅰ種目 Ⅱ補助区分 Ⅲ基準額 Ⅳ対象経費 

老
人
ク
ラ
ブ
活
動
等
促
進
事
業
費 

１単位老人 
クラブ 
助成事業 

3,526 円×助成を行った単位老人クラブ 
活動延月数 

単位老人クラブ及び
市町村老人クラブ連
合会が行う社会奉仕
活動、老人教養講座
開催等及び健康増進
事業等に必要な賃金､
報償費、旅費、需用
費、役務費、委託料､
備品購入費、使用料
及び賃借料 

２市町村老人 
クラブ連合会
活動促進事業 

一般事業 
(1) １市町村老人クラブ連合会当たり 

194,000 円 
(2) 72 円×市町村老人クラブ連合会加入老人 

クラブの会員数 
特別事業 
(3) 次に掲げる事業を先駆的又は重点的に

実施する場合。ただし､194,000 円以内で
知事が必要と認めた額 

① リーダー育成事業 
② 老人クラブ加入促進事業 
③ 老人に関する情報提供・相談活動事業 
④ 地域支え合い事業 
⑤  若手高齢者組織化・活動支援事業 
⑥ 市町村老連活動支援体制強化事業 
⑦ その他､地域の特性を生かした活動促進

事業  
健康づくり・介護予防事業 

300,000 円以内で知事が必要と認めた額 
 

 

  



別紙様式１ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿  

 

市町村長  

 

令和 年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付申請書 

 

このことについて、別紙計画書のとおり実施したいので、山梨県高齢者社会

活動推進等事業費補助金交付要綱第４条第１号の規定により、関係書類を添え

て補助金の交付を申請します。 

 

１ 申請額    金         円 

２ 添付書類 

（１）山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業計画書（様式３） 

（４）特別事業実施計画（様式４） 

（５）健康づくり・介護予防事業実施計画（様式５） 

（６）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１

）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

単位老人クラ
ブ分（Ａ）

円 円 円 円 円 2/3 円

市町村老連活
動促進分（Ｂ）

円 円 円 円 円 2/3 円

健康づくり・介
護予防分（Ｃ）

円 円 円 円 円 2/3 円

（注）　１　Ａ欄には、市町村が支出する各事業に係る総事業費を記入する。事業を委託する場合、委託先の総事業費ではないので注意すること。（自動計算）

　　　　２　Ｄ欄には、市町村が支出する総事業費のうち、補助対象事業（補助金交付要綱の別表基準額表のⅢ対象経費に該当する額）分を記入する。（自動計算）

　　　　３　Ｅ欄には、様式２のそれぞれの事業の基準額（Ｃ欄）の合計を記入する。（自動計算）

　　　　４　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄、Ｅ欄を比較して、最も少ない額を記入する。（自動計算）

　　　　５　Ｈ欄には、Ｆ欄の額に２／３を乗じて得た額を記入する。（種目別に１，０００円未満の端数を切り捨てる。）（自動計算）

老 人 ク ラ ブ
活動等社会
活 動 促 進
事 業 費

計 円

山 梨 県 高 齢 者 社 会 活 動 推 進 等 事 業 費 補 助 金 所 要 額 調

種　　　　　　　　　目
総 事 業 費

差 引 額
（ Ａ － Ｂ ）

対 象 経 費
実 支 出 予 定 額

基 準 額
県 補 助
基 本 額

県の
補助率

県補助所要額
（Ｆ×Ｇ） 備　　　考

寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

（市町村名

Ｈ



様式２

老人クラブ活動等社会活動促進事業費

（市町村名： ）

連合会数分

加入会員数分
   Ａ＝(f)

一般事業分
（Ｂ１）

合　　　　　　計

市町村老
人クラブ
連合会助
成事業

特別事業分（Ｂ２）

市町村老連活動促進分（Ｂ）

健康づくり・介護予防事業分（Ｃ）

194,000円
以内

円

194,000円

円

基　準　額

3,526円 円

円

300,000円
以内

円

Ｃ＝（Ａ×Ｂ）

円

円

72円

基 準 額 内 訳 書

単位老人クラブ助成事業（Ａ）

区　　　　　分 件　数

Ｂ

基 準 単 価
（事業対象限度額）

Ａ



様式３

１．単位老人クラブ助成事業実施計画調（Ａ）

・

・

・

・

・
※ａは、連合会加入老人クラブのうち、実際に活動しているクラブ数を記入する。

※ｄ上段は、単位老人クラブが支出する別表第Ⅳ欄に定める対象経費に対して、市町村が補助する額を記入する。

※ｄ下段は、単位老人クラブが支出する総額に対して、市町村が補助する額を記入する。

２．市町村老人クラブ連合会活動促進事業実施計画調（Ｂ）、（Ｃ）
〔一般事業　積算内訳〕

〔一般事業の概要及び特別事業、健康づくり・介護予防事業の概要〕

○

一般事業（Ｂ１） ○

○

○

○

○

○

※各事業の内容については、別添「山梨県高齢者社会活動推進等事業の事業内容（例示）」参照

上段：対象経費

下段：総事業費

60歳以上人口（ｇ） 人

加入率（ｆ/ｇ） ％

円

対象経費
実支出額

ｸﾗﾌﾞ

人

区　　　　　分

（ｃ）

月

（ｄ）

円

円

事業概要

助成対象ｸﾗﾌﾞ
年間活動延月数

社会奉仕活動、教養講座の開催、単位老人ク
ラブ等と連携した調査研究、啓発広報活動、
その他地域の特性を生かしたモデル的な活動
促進事業

円詳細別紙（様式５）

詳細別紙（様式４）

円

円

円

円

特別事業小計（Ｂ２）

④地域支え合い事業

⑤若手高齢者組織化・活動支援事業

円

円

（総事業費）

詳細別紙（様式４）

詳細別紙（様式４）

詳細別紙（様式４）

①リーダー育成事業
②老人クラブへの加入促進事業
③高齢者に対する情報提供・相談活動事業
⑦その他、地域の特性を生かした事業

事 業 計 画 書

ｸﾗﾌﾞ

（ａ）

助成対象
クラブ数

助成対象
クラブ会員数

（ｂ）

人

健康づくり・介護予防事業（Ｃ）

連合会加入老人クラブ数（ｅ）

連合会加入老人クラブ会員数（ｆ）

主な取組例

特
別
事
業

⑥市町村老連活動支援体制強化事業



様式４〔特別事業内訳〕

特別事業実施計画

（対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加対象者： 対象外経費小計

・参加予定人数： 合計

④地域支え合い事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

合計

⑤若手高齢者組織化・活動支援事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

合計

⑥市町村老連活動支援体制強化事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

合計

対象経費計

　　 合　　　　　　計 対象外経費計

総事業費

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

積　算　内　訳

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

概　　　　　　　　要

事
　
　
業
　
　
内
　
　
容

（説明）

（説明）

（説明）

人

①リーダー育成事業
②老人クラブへの加入促進事業
③高齢者に対する情報提供・相談活動事業
⑦その他、地域の特性を生かした事業

人



様式５〔健康づくり・介護予防事業内訳〕

健康づくり・介護予防事業実施計画

① （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

①合計

② （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

②合計

③ （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外経費小計

③合計

④ （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・参加対象者： ・ 円 × ＝

・参加予定人数： 対象外小計

④合計

対象経費計

　　 合　　　　　　計 対象外経費計

合計（総事業費）

円

円

円

（説明）

（説明）

（説明）

項　　目 概　　　　　　　　要 積　算　内　訳

事
　
　
業
　
　
内
　
　
容

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円



別紙様式２ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿 

 

市町村長  

 

令和 年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金事業変更承認申請書 

 

令和  年  月  日付け  第    号により交付決定のあったこ

のことについて、次の理由により変更したいので、山梨県高齢者社会活動推進

等事業費補助金交付要綱第５条第１条の規定により、申請します。 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 添付書類 

（１）山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業計画書（様式３） 

（４）特別事業実施計画（様式４） 

（５）健康づくり・介護予防事業実施計画（様式５） 

（６）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式３ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿 

 

市町村長  

 

 

令和  年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

 令和  年  月  日付け  第    号により交付決定のあったこ

のことについて、次の理由により中止（廃止）したいので、山梨県高齢者社会

活動推進等事業費補助金交付要綱第５条第２号の規定により、申請します。 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

２ 添付書類 

（１）申請時までの事業の進行状況（事業実績報告書の様式を準用のこと） 

（２）その他参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式４ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿  

 

市町村長  

 

財産処分承認申請書 

 

令和  年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金に係る補助事業によ

り取得した財産を、次のとおり処分したいので、山梨県高齢者社会活動推進等事

業費補助金交付要綱第５条第５号に基づき、申請します。 

 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分しようとする理由 

 

４ その他必要な書類 

  



別紙様式５

令和　　年度

（市町村名）

科 目 予算現額
収 入
済 額

科 目 予算現額
うち間接
補助金等
相 当 額

うち国庫
補助金相
当 額

支出済額
うち間接
補助金等
相 当 額

うち国庫
補助金相
当 額

１ 「県」の「歳出予算科目」は、項及び目とともに、交付決定通知書に記した事業区分名も記入すること。
２ 「市町村」の「科目」は、歳入にあっては款、項、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。なお、歳出にあって
は、前記１県の歳出予算科目欄において交付決定通知書に記した事業区分名を記載する場合において、これに対応する経費が、目の内訳にかかる
ときは、当該経費を目の内訳として記入すること。
３ 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増
減等の区分を明らかにして記入すること。
４ 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。

備 考

山 梨 県 高 齢 者 社 会 活 動 推 進 等 事 業 費 補 助 金 調 書

歳 入 歳
出

県 市 町 村

補 助 率
交 付
決 定 額

歳 出
予 算
科 目



別紙様式６ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿  

 

市町村長  

 

令和  年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金変更交付申請書 

 

このことについて、山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱第６

条の規定により、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

 

１ 変更交付申請額    金      円 

（うち今回追加申請額 金      円） 

２ 添付書類 

（１）山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業計画書（様式３） 

（４）特別事業実施計画（様式４） 

（５）健康づくり・介護予防事業実施計画（様式５） 

（６）その他参考となる資料 



別紙様式７ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿  

 

市町村長  

 

概 算 払 請 求 書 

 

令和  年  月  日付け  第    号により交付決定のあった令和 

年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金について、山梨県高齢者社

会活動推進等事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、次のとおり概

算払いの請求をいたします。 

 

記 

 

１ 概算払請求金額   金         円 

 

２ 内訳 

 

補助金 
交付決定額① 

既概算 
交付額 ② 

差引額 
①−②=③ 

今回概算 
請求額 

備  考 

 
 

    

 

３ 概算払請求の理由 

 

４ 支払いの方法 

① 現  金 指定金融機関名                

② 口座振替 振込先銀行名             預金種別（当座・普通） 

フリガナ 

口座名            No.          

  



別紙様式８ 

第     号  

年  月  日  

 

山梨県知事         殿  

 

市町村長  

 

令和  年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金事業実績報告書 

 

令和  年  月  日付け  第    号により交付決定を受けた令和 

年度山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金に係る事業実績について、

山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱第８条の規定により、次の

とおり報告します。 

 

（１）山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金精算書（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業実績報告書（様式３） 

（４）特別事業実績報告書（様式４） 

（５）健康づくり・介護予防事業実績報告書（様式５） 

（６）歳入歳出決算書（見込書）抄本 

 



様式１

（市町村用） ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ I J ｋ

単位老人クラ
ブ分（Ａ）

円 円 円 円 円 2/3 円 0 円

市町村老連活
動促進分（Ｂ）

円 円 円 円 円 2/3 円 0 円

健康づくり・介
護予防事業分
（Ｃ）

円 円 円 円 円 2/3 円 0 円

（注）　１　Ａ欄には、市町村が支出する各事業に係る総事業費を記入する。事業を委託する場合、委託先の総事業費ではないので注意すること。（自動計算）

　　　　２　Ｄ欄には、市町村が支出する総事業費のうち、補助対象事業（補助金交付要綱の別表基準額表のⅢ対象経費に該当する額）分を記入する。（自動計算）

　　　　３　Ｅ欄には、様式２のそれぞれの事業の基準額（Ｃ欄）の合計を記入する。（自動計算）

　　　　４　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄、Ｅ欄を比較して、最も少ない額を記入する。（自動計算）

　　　　５　Ｈ欄には、Ｆ欄の額に２／３を乗じて得た額を記入する。（種目別に１，０００円未満の端数を切り捨てる。）（自動計算）

円円 0 0

老 人 ク ラ ブ
活動等社会
活 動 促 進
事 業 費

計

県の
補助率

県補助所要
額

（Ｆ×Ｇ）

県補助金
交付決定額

県補助金
受入済額

差引過不足
額

（Ｊ－Ｈ）

Ｈ

山 梨 県 高 齢 者 社 会 活 動 推 進 等 事 業 費 補 助 金 精 算 書

（市町村名

種　　　　　　　　　目
総 事 業 費

寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

差 引 額
（ Ａ － Ｂ ）

対 象 経 費
実 支 出 額

基 準 額
県 補 助
基 本 額



様式２

老人クラブ活動等社会活動促進事業費

（市町村名： ）

健康づくり・介護予防事業分（Ｃ） 253,000円以内 円

合　　　　　　計 円

市町村老
人クラブ
連合会助
成事業

一般事業分
（Ｂ１）

連合会数分

特別事業分（Ｂ２）
194,000円

以内
円

市町村老連活動促進分（Ｂ） 円

194,000円 円

 加入会員数分   Ａ＝(f) 72円 円

Ａ Ｂ Ｃ＝（Ａ×Ｂ）

単位老人クラブ助成事業（Ａ） 3,526円 円

基 準 額 内 訳 書

区　　　　　分 件　数 基 準 単 価
（事業対象限度額）

基　準　額



様式３

１．単位老人クラブ助成事業実施状況調（Ａ）

・

・

・

・

・
※ａは、連合会加入老人クラブのうち、実際に活動しているクラブ数を記入する。

※ｄ上段は、単位老人クラブが支出する別表第Ⅳ欄に定める対象経費に対して、市町村が補助する額を記入する。

※ｄ下段は、単位老人クラブが支出する総額に対して、市町村が補助する額を記入する。

２．市町村老人クラブ連合会活動促進事業実施状況調（Ｂ、Ｃ）
〔一般事業　積算内訳〕

〔一般事業の概要及び特別事業、健康づくり・介護予防事業の概要〕

○

一般事業（Ｂ１） ○

○

○

○

○

○

※各事業の内容については、別添「山梨県高齢者社会活動推進等事業の事業内容（例示）」参照

特別事業小計（Ｂ２） 円

健康づくり・介護予防事業（Ｃ） 詳細別紙（様式５） 円

円

⑤若手高齢者組織化・活動支援事業 詳細別紙（様式４） 円

⑥市町村老連活動支援体制強化事業 詳細別紙（様式４） 円

円
社会奉仕活動、教養講座の開催、単位老人ク
ラブ等と連携した調査研究、啓発広報活動、
その他地域の特性を生かしたモデル的な活動
促進事業

（総事業費）
円

特
別
事
業

①リーダー育成事業
②老人クラブへの加入促進事業
③高齢者に対する情報提供・相談活動事業
⑦その他、地域の特性を生かした事業

詳細別紙（様式４） 円

④地域支え合い事業 詳細別紙（様式４）

連合会加入老人クラブ会員数（ｆ） 人 加入率（ｆ/ｇ） ％

区　　　　　分 事業概要
対象経費
実支出額

円

連合会加入老人クラブ数（ｅ） ｸﾗﾌﾞ 60歳以上人口（ｇ） 人

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

ｸﾗﾌﾞ 人 月
円

事 業 実 績 報 告 書

助成対象
クラブ数

助成対象
クラブ会員数

助成対象ｸﾗﾌﾞ
年間活動延月数

上段：対象経費
主な取組例

下段：総事業費



様式４〔特別事業内訳〕

特別事業事業実績報告書

（対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象外経費小計

・参加人数 ： 合計

④地域支え合い事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

合計

⑤若手高齢者組織化・活動支援事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

合計

⑥市町村老連活動支援体制強化事業 （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

合計

対象経費計

　　 合　　　　　　計 対象外経費計

総事業費

・参加対象者：

・参加対象者：

・参加対象者：

・参加対象者：

人 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

人 円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円

円

円
（説明）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

概　　　　　　　　要 積　算　内　訳

事

業

内

容

①リーダー育成事業
②老人クラブへの加入促進事業
③高齢者に対する情報提供・相談活動事業
⑦その他、地域の特性を生かした事業

円



様式５〔健康づくり・介護予防事業内訳〕

健康づくり・介護予防事業実績報告書

① （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

①合計

② （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

②合計

③ （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外経費小計

③合計

④ （対象経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

対象経費小計

（対象外経費）

・ 円 × ＝

・ 円 × ＝

・参加人数 ： 対象外小計

④合計

対象経費計

　　 合　　　　　　計 対象外経費計

合計（総事業費）

・参加対象者：

・参加対象者：

・参加対象者：

・参加対象者：

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円

円

円

円

（説明）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

項　　目 概　　　　　　　　要 積　算　内　訳

事

業

内

容

（説明）

円


